
第６０回（令和２年度第３回）
富良野市都市計画審議会

第３次富良野市都市計画マスタープラン
第６章地区レベルの基本方針 補足資料

日 時 令和２年９月３０日（水）

場 所 富良野市役所 大会議室



都市計画マスタープラン（案）

９４・９５ページ
６－２駅西地区

③住環境の保全

■雨水幹線の浸水対策

・雨水による内水氾濫を防止するため、
無頭川の整備に努めます。

無頭川の整備①

若葉町：泉公園周辺



③住環境の保全

■雨水幹線の浸水対策

・雨水による内水氾濫を防止するため、
無頭川の整備に努めます。

無頭川の整備②

都市計画マスタープラン（案）

９４・９５ページ
６－２駅西地区

日の出町：すずらん通周辺



③住環境の保全

■雨水幹線の浸水対策

・雨水による内水氾濫を防止するため、
無頭川の整備に努めます。

無頭川の整備③

都市計画マスタープラン（案）

９４・９５ページ
６－２駅西地区

朝日町：創生橋周辺



③住環境の保全

■雨水幹線の浸水対策

・雨水による内水氾濫を防止するため、
無頭川の整備に努めます。

無頭川の整備④

都市計画マスタープラン（案）

９４・９５ページ
６－２駅西地区

桂木町：スポーツセンターと富良野緑峰高校の間 周辺

富良野緑峰高校へ



④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について

弥生通の整備促進①

富良野市未着手都市計画道路の見直し方針（H24.3）
・P7 存続の方向で検討する

街路網密度的には廃止しても問題は生じないが、ネット
ワークの連続性が欠如するため、補助的な幹線街路として
機能変更する可能性も考慮のうえ、当該区間については存
続の方向で検討する

※平成２５年に幅員や線形を変更（都市計画変更）

都市計画マスタープラン（案）
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④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について

弥生通の整備促進②

都市計画マスタープラン（案）
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④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について

弥生通の整備促進③

都市計画マスタープラン（案）

９４・９５ページ
６－２駅西地区



④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・若葉通のルートを変更することにより事
業化を図ります。

若葉通のルート変更
①

富良野市未着手都市計画道路の見直し方針
・P27 廃止に向けて検討する

店舗に挟まれた区間については、拡幅によって
大型店舗が支障することとなり、事業費の増大を
招くとともに、商業集積地を分断する配置となるた
め商業機能が損なわれることから廃止に向けて検
討する。一方で、廃止した場合は都市計画として
交通ネットワークの連動性が欠如するため、当該
区間の代替ルートの選定により課題解消に向けた
検討を行う必要がある。

都市計画マスタープラン（案）
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④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・若葉通のルートを変更することにより事
業化を図ります。

若葉通のルート変更
②

都市計画マスタープラン（案）
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④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・若葉通のルートを変更することにより事
業化を図ります。

若葉通のルート変更
③

都市計画マスタープラン（案）
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④新たな住環境の創出

■都市計画道路の整備と見直し

・若葉通のルートを変更することにより事
業化を図ります。

若葉通のルート変更
④

都市計画マスタープラン（案）
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①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

東雲通①

（R2整備中）

農業共済組合

都市計画マスタープラン（案）

９６・９７ページ
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①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

東雲通②

片側歩道整備

都市計画マスタープラン（案）

９６・９７ページ
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富良野市未着手都市計画道路の見直し方針
・P14 存続の方向で検討する

東雲通、東中通、黄金通との接続において、都市計画道
路としての連続性が損なわれること、市街地の外郭を構成
する幹線街路であること、東西市街地のアクセス確保に係
る路線であることから、存続の方向で検討することとする。



①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

東雲通③
片側歩道整備

都市計画マスタープラン（案）

９６・９７ページ
６－３駅東地区



①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

東雲通④

都市計画マスタープラン（案）
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①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

東雲通⑤

都市計画マスタープラン（案）
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①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

東雲通⑥

都市計画マスタープラン（案）

９６・９７ページ
６－３駅東地区



①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

新生通①

都市計画マスタープラン（案）
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富良野市未着手都市計画道路の見直し方針
・P10 廃止に向けて検討する

近傍で東雲通、黄金通が整備されており、幹線街路と
して当区間が果たす役割が弱いことから、廃止に向けて
検討する。

ただし、東西市街地アクセス確保に関係することから、
今後のまちづくりの観点から別途検討が必要。

東雲通



①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

新生通②

都市計画マスタープラン（案）
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①住環境の保全と整備

■都市計画道路の整備と見直し

・都市計画道路の未着手区間について、
整備促進を図ります。

新生通③

都市計画マスタープラン（案）

９６・９７ページ
６－３駅東地区



③防災対策の推進

■土石流への対応

・北二線川の土砂災害特別警戒区域に
おいては、市街化の抑制を原則とし、あ
わせて土砂災害警戒区域についても市
街化の抑制に努めます。

北二線川①

都市計画マスタープラン（案）
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６－４北の峰地区

北二線川



③防災対策の推進

■土石流への対応

・北二線川の土砂災害特別警戒区域に
おいては、市街化の抑制を原則とし、あ
わせて土砂災害警戒区域についても市
街化の抑制に努めます。

北二線川②

都市計画マスタープラン（案）
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北二線川



⑤富良野らしい市街地の創出

■美しい街なみ形成と移住の誘導

・下御料地区の白地地域は、多様な住宅
需要に対応した土地利用を誘導します。

下御料地区の白地地
域①

御料本通
富良野市街地⇔山部方面

都市計画マスタープラン（案）
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⑤富良野らしい市街地の創出

■美しい街なみ形成と移住の誘導

・下御料地区の白地地域は、多様な住宅
需要に対応した土地利用を誘導します。

下御料地区の白地地
域②

御料本通
富良野市街地⇔山部方面

都市計画マスタープラン（案）

９８・９９ページ
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③白地地域の適正な誘導

■インターチェンジ周辺の規制検討

・北の峰IC及び富良野IC周辺における乱
開発の抑止に努め、必要に応じて特定用
途制限地域の見直しを検討します。

北の峰IC①

都市計画マスタープラン（案）

100・101ページ
６－５市街地周辺
地区

国道38号
富良野市⇔札幌・芦別方面

学田三区会館



③白地地域の適正な誘導

■インターチェンジ周辺の規制検討

・北の峰IC及び富良野IC周辺における乱
開発の抑止に努め、必要に応じて特定用
途制限地域の見直しを検討します。

北の峰IC②

都市計画マスタープラン（案）
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国道38号
富良野市⇔札幌・芦別方面



③白地地域の適正な誘導

■清水山周辺の規制検討

・清水山周辺における開発需要の高まり
を見据え、必要に応じて特定用途制限地
域の見直しや景観地区などの指定を検
討します。

清水山周辺①

都市計画マスタープラン（案）
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地区

六花亭



③白地地域の適正な誘導

■清水山周辺の規制検討

・清水山周辺における開発需要の高まり
を見据え、必要に応じて特定用途制限地
域の見直しや景観地区などの指定を検
討します。

清水山周辺②

都市計画マスタープラン（案）
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六花亭

原野・雑種地が多い



③白地地域の適正な誘導

■清水山周辺の規制検討

・清水山周辺における開発需要の高まり
を見据え、必要に応じて特定用途制限地
域の見直しや景観地区などの指定を検
討します。

清水山周辺③

都市計画マスタープラン（案）

100・101ページ
６－５市街地周辺
地区

さくらの

農地・山林が多い



北の峰地区の地価上昇に伴い、
今後も開発がすすむ可能性があ
ることが紹介されています。

2020.9.30北海道新聞 朝刊


